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　当社は指名委員会等設置会社であり、経営を監督
する取締役会と業務を執行する執行役とでその役割
を分離し、会社経営に関する責任を明確にしていま
す。取締役会のなかに、指名委員会、監査委員会、報
酬委員会の３つの委員会を設置し、取締役会の経営
監督機能の公正性を確保しています。具体的には、
右の役割をそれぞれの委員会に担わせています。

・	�指名委員会は、取締役の選任・解任に関する株主総
会議案の決定を行います。
・	�監査委員会は、取締役と執行役の業務執行の監査、
株主総会に提出する会計監査人の選任・解任などに
関する株主総会議案の決定、取締役が会計監査人
への監査報酬を決定する際に同意を行います。
・	�報酬委員会は、取締役と執行役の報酬に関する方
針の策定、個人別の報酬内容の決定を行います。

　当社は、当社グループ（当社およびかんぽシステムソリューションズ(株)を指します。以下同じ。）の持続的な成長
と中長期的な企業価値の創出のため、以下のとおり「コーポレートガバナンスに関する基本方針」（P74~P76参
照）を定め、当社グループのコーポレートガバナンス体制を構築しています。

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンスに関する基本方針　制定2015年10月28日
第１章 総則

（目的）
第１条　本基本方針は、当社グループ(「当社グループ」と
は当社及びかんぽシステムソリューションズ㈱を指し
ます。以下同じ。)の持続的な成長と中長期的な企業価
値の向上のため、当社のコーポレートガバナンスに関
する基本的な考え方とその枠組み、運営に関する方針
を定めるものです。

（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方）
第２条　当社は、当社グループの持続的な成長と中長期
的な企業価値の創出のため、次の考え方を基本として
当社グループのコーポレートガバナンス体制を構築し
てまいります。

（１）郵便局ネットワークを通じて生命保険サービスを提
供することにより、安定的な価値を創出するとともに、
お客さまにとっての新しい利便性を絶え間なく創造し、
質の高いサービスの提供を追求し続けます。

（２）株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、
株主のみなさまの権利及び平等性が実質的に確保さ
れるよう配慮してまいります。

（３）お客さま、株主を含むすべてのステークホルダーの
みなさまとの対話を重視し、適切な協働・持続的な共
生を目指します。そのため、経営の透明性を確保し、適
切な情報の開示・提供に努めます。

（４）経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのス
テークホルダーのみなさまの期待に応えるため、取締
役会による実効性の高い監督のもと、迅速・果断に意
思決定・業務執行を行ってまいります。

（当社の企業統治システム）
第３条　当社は、以下の観点から「指名委員会等設置会
社」を選択しております。

（１）経営の基本方針の策定等の特に重要な業務執行に
関する意思決定及び監督とその決定に基づく業務執
行とを分離し、経営の機動性を高めるとともに、取締役
会による当社グループの経営監督体制を構築する。

（２）独立役員を中心とした取締役会並びに指名委員会、

報酬委員会及び監査委員会の３委員会の機能発揮に
より、社外の視点を経営に十分に活用するとともに、経
営の意思決定の透明性及び公正性を確保する。

（３）すべてのステークホルダーのみなさまに対して、説明
責任を果たし得るコーポレートガバナンス体制を実現
する。

第２章 取締役会の構成及び役割等
（取締役会の構成及び役割）
第４条　取締役会は、豊富な知識・経験と高い見識を有す
る多様な取締役にて構成するとともに、取締役会の員
数は、定款で定める20名以内の適切な人数とし、原則
として、その３分の１以上は、独立役員により構成され
るものとします。

２取締役会は、「取締役会規則」において、法定の取締役
会専決事項及び一部の特に重要な業務執行を除き、当
社の業務執行に係る権限を全て執行役に委任して経営
の迅速な意思決定を促すとともに、当該業務執行につ
いて執行役より適時適切に報告を受け、監督する体制
を整備します。
３取締役会は、すべてのステークホルダーのみなさまと
の協働・共生を目指して、経営理念、中期経営計画等の
経営の基本方針を定め、その実践の適切な監督を通
じ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価
値の創出の実現に努めてまいります。
４取締役会は、会社法に基づき、リスク管理体制の適切
な整備に関する事項を含む「内部統制システムの構築
に係る基本方針」を定めるとともに、その運用状況につ
いて定期的に担当執行役から報告を受け、評価・分析を
行うことにより、監督機関として執行役の迅速・果断な
意思決定を支援し、的確にモニタリングを行ってまいり
ます。
５取締役会は、独立した客観的な立場から、執行役に対
する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務
の一つと捉え、「執行役選任基準」を策定し、同基準及び
会社の業績等の評価に基づき、執行役の選任及び役付
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執行役の選定を適切に行います。
６取締役会は、当社と当社取締役及び執行役（以下「役
員」といいます。）との利益相反取引が発生する場合に
は、会社法の定めに則り適切に監督するほか、当社の
主要株主と当社との間に非定型的な取引が行われた
場合には、その取引内容の報告を受けることにより、当
社及び株主共同の利益を害することのないよう監視し
ます。

（取締役会の運営）
第５条　当社は、取締役会の実効的かつ円滑な運営の確
保、特に取締役による監督の実効性を高めるため、取
締役に対して、時間的余裕をもった年間スケジュール
の調整、必要に応じた情報の的確な提供、議案の内容
等の十分な事前説明並びに事前の検討時間及び取締
役会における質疑時間の確保に配慮した運営体制を
整備します。

２前項の体制整備のほか、取締役会における審議又は報
告プロセスの効率化、取締役会で決議された事項につ
いての進捗状況の確認等、取締役会を効果的かつ効率
的に実施するための運営支援並びに社外取締役との連
絡・調整等のため、適切な人員を配置します。

（取締役会評価）
第６条　取締役会は、毎年、各取締役に対して、取締役会
等に関する意見を確認すること等により、取締役会全
体の実効性等について分析・評価を行い、その結果の
概要を開示するとともに、取締役会の運営の改善等に
活用してまいります。

第３章 各委員会の体制及び役割等
（指名委員会）
第７条　指名委員会は、委員３名以上で、その過半数は独
立役員によって構成します。

２指名委員会は、取締役会全体としての知識・経験・能力
のバランス、多様性及び規模に関する考え方と当社が
求める取締役の資格要件を規定した「取締役候補者指
名基準」を策定し、この基準に基づき、取締役候補者を
決定します。
３指名委員会は、株主のみなさまと利益相反が生じるお
それがないと当社が考える社外取締役の要件を規定し
た「独立役員指定基準」を策定し、社外取締役の中から
独立役員を指定します。
４指名委員会は、代表執行役社長等の後継者の計画に
ついて、適切に監督を行います。

（報酬委員会）
第８条　報酬委員会は、委員３名以上で、その過半数は独
立役員によって構成します。

２報酬委員会は、「取締役及び執行役の個人別の報酬等
の内容に係る決定に関する方針」を定め、この方針に基
づき、役員の報酬等の額を決定します。
３前項の方針において定める執行役に対する報酬は、持
続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能
する仕組みとします。

（監査委員会）
第９条　監査委員会は、委員３名以上で、その過半数は独
立役員によって構成します。また、監査委員のうち最低
１名は、財務及び会計に関する適切な知見を有してい
る者を含めることを原則とします。

２監査委員会は、監査の実効性確保の目的から、常勤の
監査委員を選定することを原則とします。
３監査委員会は、取締役会が果たす監督機能の一翼を
担い、執行役及び取締役の職務執行を監査します。

４監査委員会は、当社グループの内部統制システムの構
築及び運用状況の監視及び検証を行います。
５監査委員会は、会計監査人から監査実施状況及び監
査の結果等について定期的に報告を受けるとともに、
情報交換等を実施することにより連携の強化を図りま
す。また、会計監査人の職務の執行状況を監視し検証す
るとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任及
び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定しま
す。
６監査委員会は、当社グループにおける内部統制システ
ムの構築・運用を前提として、内部監査部門等との実効
的な連携を通じて、当社の業務及び財産の状況の調査
並びに執行役へのヒアリングや執行役からの報告内容
の検証等を行います。
７監査委員会を補助する事務局として監査委員会事務
局を設置します。

第４章 独立役員の役割等
（独立役員の役割）
第10条　独立役員は、独立した客観的な立場から執行
役の業務執行を監督し、一般株主のみなさまの利益を
適切に保護するとともに、当社グループがステークホ
ルダーのみなさまと適切に協働・共生しながら持続的
に成長して中長期的に企業価値を創出できるよう、
各々の経験や専門知識に基づき、執行役に対し適切に
助言・支援を行ってまいります。

（社外取締役の情報入手及び情報共有）
第11条　当社は、社外取締役（独立役員を含む。以下同
じ。）に対し、その期待される役割・責務が適切に果たさ
れるよう、経営状況の報告及び当社グループの施設の
視察を実施するなど、当社グループの事業内容、課題、
経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得
するための機会を設けます。

２社外取締役は、その役割・責務を果たすために、当社の
経営状況等について、必要があると認めるときは、適
時、適切に担当執行役等に説明等を求め、十分な理解
を形成します。
３社外取締役は、必要に応じ社外取締役間の会合を行う
等により、独立した客観的な立場に基づく、社外取締役
間における情報交換と認識共有を図ります。
４当社は、執行役との高度な連絡・調整の任に当たる社
外取締役を互選により選定します。

第５章 執行体制等
（執行体制）
第12条　執行役社長は、取締役会から委任を受けた重
要な業務の執行を決定し、また、重要な業務を執行しま
す。

２執行役社長以外の執行役は、取締役会が定める職務
分掌における担当分野において、取締役会から委任を
受けた業務の執行を決定し、また、業務を執行します。
３執行役社長が行う重要な業務の執行の決定にあたっ
ては、判断の前提となる事実を正確に認識するととも
に、判断の過程・内容に合理性・適切性を持たせるため、
執行役社長の諮問機関として、執行役社長が指名する
執行役にて構成する経営会議を設置し、案件を事前に
審議いたします。さらに、経営会議の諮問機関として、専
門委員会を設置し、専門的な事項について審議を行い、
その結果を経営会議に報告することにより課題解決に
取り組みます。
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（社内役員の研鑽）
第13条　当社は、新任の執行役をはじめとする社内の役
員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされ
るよう、その役割・責務に係る理解を深め、必要な知識
を習得するための機会を定期的に設けます。

第６章 会計監査人
（会計監査人）
第14条　監査委員会は、会計監査人による適正な監査
の確保に向けて、会計監査人の独立性・専門性の確認
及び評価のための基準を策定し、会計監査人を適切に
評価します。

２当社は、会計監査人による適正な監査の確保に向け
て、次に掲げる事項等の会計監査人対応に係る体制を
整備します。

（１）会計監査人の独立性の確保
（２）会計監査人による十分な監査時間の確保
（３）会計監査人と代表執行役社長等との十分な面談機
会の確保

（４）会計監査人と内部監査部門との十分な連携の確保
（５）会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合
や、不備・問題点を指摘した場合の会社側の対応体制
の確立

第７章 株主総会等
（株主総会）
第15条　当社は、株主総会が株主のみなさまとの建設
的な対話の場であることを踏まえ、株主のみなさまの
視点に立って、次に掲げる事項等、株主総会における
株主のみなさまの権利行使に係る適切な環境の整備
に努めてまいります。

（１）株主総会において適切な判断を行うことに資すると
考えられる情報の適確な提供

（２）株主総会議案の十分な検討期間の確保のための株
主総会招集通知の速やかな電子的公表及び早期発送

（３）株主のみなさまとの建設的な対話の充実や、そのた
めの正確な情報提供等の観点を十分考慮した株主総
会関連の日程の設定

（４）株主総会に出席できない株主のみなさまが電磁的方
法によって議決権を行使することができるようにする
こと及び利便性向上のための議決権電子行使プラット
フォームの利用並びに招集通知の英訳の実施

（５）信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等
のみなさまの議決権行使に係る利便性の向上

（資本政策）
第16条　当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、資
本効率を意識しつつ、収益力と経営基盤の強化を遂行
するために必要となる十分な株主資本の水準を保持
することを基本とします。必要となる資本の水準につ
いては、事業活動に伴うリスクと比較して十分であるこ
とや、監督規制上求められる水準を充足していること
等を考慮しつつ適宜見直してまいります。

２株主還元については、保険業の公共性に鑑み、健全経
営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、安定
的な配当を行うことを基本としております。

（政策保有株式）
第17条　当社は、業務提携の強化等純投資以外の観点
から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断
される上場企業の株式等（以下「政策保有株式」といい
ます。）を取得し保有することができるものとします。

２当社が保有する主要な政策保有株式について、中長期的

な経済合理性や将来の見通し等を検証の上、その保有の
狙い・合理性について取締役会で毎年度報告します。
３政策保有株式の議決権行使について、その議案が当
社の保有方針に適合するかどうかに加え、当該企業の
効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期
待できるかどうかなどを個別に精査したうえで、議案へ
の賛否を判断します。

（買収防衛策）
第18条　当社は、株主総会において買収防衛策の導入、
継続又は廃止に関する決議を行うことができる旨を定
款に規定しております。買収防衛策を導入・運用するに
あたっては、その必要性・合理性を検討した上で、株主
に十分な説明を行います。

第８章 ステークホルダーとの協働・共生
（株主との対話）
第19条　当社は、その持続的な成長と中長期的な企業
価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話
を行ってまいります。

２株主との建設的な対話を促進するための体制・取組は
次のとおりです。

（１）株主との対話は、合理的な範囲で、経営陣が対応しま
す。

（２）経営企画部担当執行役は、株主との対話を統括し、建
設的な対話の促進に努めます。

（３）株主との対話にあたっては、社内に担当部署を設置し
て関係部署と有機的に連携し、その補助を行います。

（４）投資家説明会の開催など、対話の手段の充実に努め
ます。

（５）対話において把握された株主の意見等については、
定期的に取締役会等に報告します。

（６）対話に際して、インサイダー情報は、社内規程に従
い、適切に管理します。

（ＣＳＲ）
第20条　当社は、当社グループのＣＳＲ活動について、当
社グループの企業価値、さらには社会的存在価値を高
めるための活動と位置づけ、推進してまいります。

２当社においては、ＣＳＲ活動を巡る課題が発生した場合
は、その対応は重要なリスク管理の一部であるとの認
識の下、適確かつ積極的に対処いたします。

（ダイバーシティ・マネジメントの推進）
第21条　当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映し
た多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続
的な成長を確保する上での強みとなり得るとの認識の
下、社内における女性の活躍促進や障がい者の雇用及
び活躍促進など多様性の確保を積極的に推進してま
いります。

（内部通報制度）
第22条　当社は、法令又は社内規則の違反が生じた場
合に当社グループ社員等が行うべき報告ルール（情報
提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規程を含
みます。）を定めるとともに、社内外に内部通報窓口を
設け、内部通報に係る適切な体制の整備に努めます。

２内部通報等により発覚したグループの重大なコンプラ
イアンス違反事案については、速やかに監査委員に報
告する体制を構築します。

第９章 その他
（改廃）
第23条　本基本方針の改廃は取締役会の決議によって
行います。
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　当社は、企業価値の向上を図り、お客さまから選ばれる真に日本一の保険会社となるためには、内部管理体制の
整備・強化が極めて重要であると認識しています。自己責任の原則に基づく業務執行体制を確立し、引き続き当社
の組織・体制の強化に取り組んでいます。

　業務執行における経営上の重要事項は、代表執行役社長と各業務を担当する執行役で構成する経営会議で協
議したうえで、代表執行役社長が決定しています。さらに、経営会議の諮問委員会として、９つの専門委員会を設置
しています。各担当執行役の専決事項のうち部門横断的な課題などについては各専門委員会で協議を行ってい
ます。
① 収益管理委員会 ② リスク管理委員会 ③ コンプライアンス委員会
④ お客さまサービス向上委員会 ⑤ 商品開発委員会 ⑥ 事務・システム改革委員会
⑦ 人権啓発委員会 ⑧ 情報セキュリティ委員会 ⑨ 情報開示委員会

内部管理体制

内部管理体制図

選解任

保険計理人

報告

報告

報告

報告報告

委任

（権限）委譲

委員の選定・解職

取締役の選解任 取締役の
選解任議案の決定
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監
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株主総会

執行役の
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取締役会

収益管理
委員会

リスク管理
委員会

コンプライアンス
委員会

お客さまサービス
向上委員会

商品開発
委員会

事務・システム改革
委員会

人権啓発
委員会

情報セキュリティ
委員会

情報開示
委員会

エリア本部・支店

本社内　各部・室

専門委員会

執行役

経営会議代表執行役社長

内
部
監
査
部

内部
監査部
担当
執行役

報告
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　当社は、健全かつ適正な業務の運営に役立てる
ため、業務執行部門から独立した内部監査部を設置
し、内部管理態勢や業務執行状況の適切性および
有効性を検証・評価する態勢を整備しています。
　内部監査部は、本社各部、エリア本部、支店およ
び子会社ならびに代理店である日本郵便株式会社
などに対し内部監査を実施しています。
　内部監査で認められた問題点・課題については、

被監査部門に是正または改善を求めるとともに、そ
の改善状況を把握するためフォローアップを行って
います。内部監査結果などについては、代表執行役
社長、監査委員会、取締役会などに報告しています。
　また、内部監査部は、内部監査に関する研修の充
実や資格取得の促進により専門スキルの向上を図
るとともに、各領域の業務に精通した人材を確保す
るなど、内部監査態勢の強化に取り組んでいます。

　当社は、業務の適正を確保し、企業価値の向上を図るため、取締役会において「内部統制システムの構築に係る
基本方針」を定めています。
　この方針にもとづき、以下の体制整備をはじめとした、適切な内部統制システムの構築に努めています。

⃝�当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するための体制

⃝�当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及
び管理に関する体制

⃝�当社の損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

⃝�当社の執行役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための体制

⃝�当社並びに日本郵政株式会社及び当社の子会社
から成る企業集団における業務の適正を確保する
ための体制

⃝�監査委員会の実効的な監査を確保するための体制

内部監査態勢

内部統制の取り組み
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　当社は、すべての役員および社員が事業活動のあらゆる局面において法令等（法令、諸規則、社内諸規程、社会
規範および企業倫理）を遵守することにより業務の健全性および適切性を確保し、社会の信頼に応える態勢を確
保しています。
　当社は、「お客さまから選ばれる真に日本一の保険会社」を目指し、コンプライアンスの徹底に全社一丸となって
取り組んでいます。

　当社は、取締役会が定める「内部統制システムの
構築に係る基本方針」に基づき、コンプライアンスの
推進のための基本的事項を定めた「コンプライアン
ス規程」を制定し、コンプライアンス態勢を整備して
います。
　また、当社の企業活動に関連する法令等の解説を
記載した「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、
本社・支店などの全部署に配備しています。さらに、

同マニュアルの要点を解説した「コンプライアンス・
ハンドブック」や、「経営理念」などをいつでも確認で
きるようにコンパクトにまとめたコンプライアンス携
行カードを役員および社員全員に配布しています。
このほか、毎年度、コンプライアンスを推進するため
の具体的な実践計画として「コンプライアンス・プロ
グラム」を策定し、コンプライアンスの徹底に関する
取り組みを行っています。

　当社では、コンプライアンスの推進を図るため、コ
ンプライアンス統括部担当執行役を委員長とするコ
ンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催して
います。
　コンプライアンス委員会では、経営上のコンプラ
イアンスに係る方針、具体的な運用、諸問題への対
応などについて協議を行うとともに、コンプライアン
スの推進状況などについて把握、分析することによ
り、法令等の遵守、不祥事の未然防止などを図り、コ
ンプライアンス統括部担当執行役は、重要な事項を
経営会議、監査委員会および取締役会に報告してい
ます。さらに、コンプライアンス統括部担当執行役
は、自らの責任のもと、コンプライアンス態勢の整
備・運営を行っています。また、コンプライアンスを統
括する部署としてコンプライアンス統括部を設置し
ており、コンプライアンスに関する事項の全体的な
企画・調整を行っているほか、全国13カ所に本社直
轄のエリアコンプライアンス室を設置し、受持ち地域
内のコンプライアンスに関する総合的企画・調整、推
進および指導の統括ならびに不祥事件対応の統括
を行っています。コンプライアンスを担当する管理者

としてはコンプライアンス統括部長およびエリアコ
ンプライアンス室長をコンプライアンス・オフィサー
とする体制としているほか、コンプライアンスの推進
に責任を持つ者として、本社（サービスセンター等を
含む。）、エリア本部および支店にコンプライアンス
責任者を配置し、全社的にコンプライアンスを推進
する体制を構築しています。
　また、当社の保険募集人である日本郵便株式会社
との間に、コンプライアンス統括部担当執行役など
で構成する連絡会議を設置し、コンプライアンス態
勢の充実、強化に関する事項を協議するとともに、郵
便局に対する指導・管理を行っています。さらに、社
外有識者等をメンバーとする法令等遵守態勢強化に
関する諮問会議を設置し、当社のコンプライアンス
の現状などについて客観的・専門的立場から評価や
今後の方向性などに係る提言をいただき、コンプラ
イアンス態勢の強化に役立てています。
　内部監査部は法令等遵守態勢について内部監査
を実施し、コンプライアンス推進体制の適切性・有効
性をチェックし、強化を図っています。

コンプライアンス（法令等の遵守）の徹底

コンプライアンスに関する方針等

コンプライアンス推進体制
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　コンプライアンス・プログラムに基づき、本社・支
店などのコンプライアンス責任者などを対象とした
研修を実施し、コンプライアンス責任者の役割や実
務に即したコンプライアンス上の留意点などにつ
いて説明・指導するほか、役員および社員全員を対
象にコンプライアンスに関する知識の付与を目的

としてeラーニング研修を実施しています。
　また、本社・支店などの各職場においては、業務
研究会やミーティングを利用し、職場単位でもコン
プライアンス意識の浸透を図る取り組みを行って
いるほか、郵便局に対して各種研修の実施やコンプ
ライアンス情報の提供を行っています。

コンプライアンス推進体制図

エリア本部（13カ所）
エリア本部長

支店（82カ所）
支店長

本社
（サービスセンター等を含む）

部長等

エリアコンプライアンス室（13室）
コンプライアンス・オフィサー
（エリアコンプライアンス室長）

コンプライアンス責任者

内
部
監
査内

部
監
査
部

監査委員会

コンプライアンス統括部担当執行役

経営会議

コンプライアンス委員会 法令等遵守態勢強化に関する諮問会議

代表執行役社長

取　締　役　会

（社外有識者等をメンバーとする会議）

日本郵便株式会社 本社

支社

郵便局

内部
監査部
担当

執行役

　コンプライアンス統括部
コンプライアンス・オフィサー（コンプライアンス統括部長）

株式会社かんぽ生命保険の勧誘方針
Ⅰ  基本方針

当社は、「いつでもそばにいる。どこにいても支える。すべての人生を、守り続けたい。」という経営理念のもと、常にお客さま一人ひとりの立場に立っ
て、分かりやすい商品と質の高いサービスを提供します。
また、商品の販売にあたっては、法令及び社会規範などを遵守した適正な販売を行います。

　1　お客さまへの適切な商品提案とご理解いただける商品説明をします
お客さまのご意向、知識や経験、資産状況、ライフプラン等を踏まえた適切な商品提案を行うとともに、商品内容をお客さまに十分ご理解いただけ
るよう「契約概要」、「注意喚起情報」等を書面でお渡ししてご説明します。
特にご高齢のお客さまに対しては、より丁寧に分かりやすくご説明するとともに、きめ細やかな対応を行います。

　2　お客さまにご安心いただけるよう保険制度の健全な運営を行います
ご契約者間の公平性、保険制度の健全な運営を保つために、被保険者の同意はもとより、正しい告知をいただくよう取り扱います。
未成年者、特に１５歳未満の方を被保険者とする生命保険契約にあっては、適正な保険金額を設定するなど適切な募集を行います。

　3　お客さまの立場に立った適切な勧誘を行います
お客さまへの訪問・電話連絡等にあたっては、お客さまの立場に立ち、販売の方法、場所、時間帯等に配意し、お客さまを第一に考えて行動します。

　4　お客さまサービスの向上のための教育・研修を行います
教育・研修体系の充実を図り、すべての役員及び社員の商品知識及びコンサルティング能力の向上に努め、最適な保障プランを提供できるよう、常
に自己研鑽し、心のこもったサービスを提供します。

　5　お客さまに関する情報は適正に取り扱います
商品の提供にあたって知り得たお客さまに関する情報は、厳正に管理を行うなど、適正に取り扱います。

Ⅱ  お客さま窓口
ご相談・お問い合わせについては、下記までお願いします。

●かんぽコールセンター　0120-5
こ こ に

52-9
き こ う

50 （通話料無料） 平日　9：00〜21：00
土・日・休日　9：00〜17：00（1月1日〜3日を除きます。）

コンプライアンス教育の実施等
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日本郵政グループにおける利益相反管理方針

　当社は、保険業法および金融商品取引法などを踏まえ、お客さまとの取引に伴う利益相反によりお客さまの利
益を不当に害することのないよう「利益相反管理規程」を定め、法令および当社規程等を遵守し、適切に業務を管
理・遂行いたします。
　また、日本郵政グループにおいても、「日本郵政グループ利益相反管理方針」を公表し、この方針に基づいて、グ
ループ全体でお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反取引を管理することとしています。

　日本郵政グループ（以下「当グループ」といいます。）は、利益相反のおそれのある取引によりお客さまの利益が
不当に害されることのないよう、法令及び社内規程等に基づき適正に業務を遂行いたします。

１. ‌�当グループにおける利益相反の管理対象となる会社の代表例は、次のとおりです（以下これらの会社を総称して
「グループ会社」といいます。）。
　　　・株式会社ゆうちょ銀行
　　　・株式会社かんぽ生命保険
　　　・日本郵便株式会社

２. 当グループは、以下に定める取引を対象に利益相反の管理を行います。
（1） 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
　　　・ グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
　　　・ グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立又は競合する相手と行う取引
　　　・ グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
（2） 上記のほか利益相反によりお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引

３. ‌�当グループは、利益相反の管理対象取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択又は組み合わせるこ
とにより管理します。

　　　・ 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
　　　・ 対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
　　　・ 対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
　　　・ �対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示

する方法

４. ‌�当グループは、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置して、対象取引の特定及び利益相反の管
理を適切に行います。また、当グループは、利益相反の管理について定められた法令及び社内規程等を遵守す
るため、役員及び職員に教育・研修等を行います。

５. ‌�当グループは、利益相反の管理態勢について継続的に見直し、その改善に努めます。

利益相反管理への対応
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プライバシーポリシー

　当社は、個人情報保護に関する社会的要請の重要性を十分認識し、個人情報保護に関係する諸法令などに基づ
き、個人情報を適切に保護するための取り組みを推進しています。
　個人データの安全管理を図るための内部管理体制として、会社全体の個人情報の保護に関する事務を統括す
る個人情報保護統括責任者のほか、各部署に個人情報の保護に関する事務を管理する者を配置し、個人情報の
適切な保護と取り扱いを行っています。

　株式会社かんぽ生命保険（以下「当社」といいます。）は、お客さまに対して満足度の高いサービスを提供していく上で個人情報
の適切な保護と取扱いが重要なテーマであると認識し、個人情報保護に関する基本方針（以下「プライバシーポリシー」といいま
す。）を定め、これを実行いたします。
１　法令等の遵守
�　当社は、個人情報を取り扱う際に、個人情報保護に関係する諸法令、国が定める指針及びプライバシーポリシーを遵守いた
します。

２　個人情報の利用目的
�　当社は、個人情報について、その利用目的を特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。当社にお
ける個人情報の利用目的は、以下のとおりです。
（1） 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
（2） 関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 
（3） 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 
（4） その他保険に関連・付随する業務 
�　特に、特定個人情報（注）については、法令に定める利用目的に限定して取り扱います。当社における特定個人情報の利用目
的は、以下のとおりです。
（1） 保険取引に関する支払調書作成事務
（2） 財形保険契約の非課税関係事務

（注）　特定個人情報とは、個人番号（通称「マイナンバー」）をその内容に含む個人情報をいいます。
３　個人情報の取得
�　当社は、前項で特定した利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により個人情報を取得いたします。

４　個人情報の安全管理措置
�　当社は、生命保険業を営む上で保健医療に関する情報や個人番号を取得及び利用することを十分に認識し、取り扱う個人
情報の漏えい、滅失又はき損等を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。
�　また、従業者や委託先について、適切に監督いたします。

５　個人情報の外部への提供
�　当社は、法令で定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ提供することはいたしません。
�　また、当社は、お客さまの個人情報を共同利用させていただく場合には、法令で定める必要事項をあらかじめご通知、又は公表さ
せていただいた上で実施いたします。
　なお、特定個人情報については、法令で定める場合を除き、第三者へ提供することはいたしません。

６　開示請求等の手続
�　当社は、法令で定める保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正又は利用停止等のご請求があった場合には、誠
実な対応に努めます。

７　お問い合わせ窓口
�　当社は、前項のお客さまの保有個人データに関するご請求その他個人情報の取扱いに関するご意見、ご要望及びお問い合
わせについて下記窓口にて承ります。

８　継続的な改善
�　当社は、情報技術の発展や社会的要請の変化を踏まえて、個人情報保護のための管理体制及び取組について継続的に見直
し、その改善に努めます。

個人情報保護の取り組み

●お問い合わせ窓口
　・お客さま相談窓口 ・開示請求等に関する問い合わせ先
　　電話番号：0120－552－950 　電話番号：03－5532－9715
　　受付時間：平日　9：00～21：00 　受付時間：平日　10：00～17：00
　　　　　　　土日休日　9：00～17：00（1月1日～3日を除きます。） 　　　　　　（年末年始を除きます。）
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簡易生命保険契約に係る個人情報の承継について

　民営化時点で日本郵政公社が保有していた簡易生命保険契約に係る契約者さま、被保険者さまなど（以下本項で
「お客さま」といいます。）の個人情報に関しましては、郵政民営化法に基づき政府の認可を受けた「日本郵政公社の
業務等の承継に関する実施計画」により、管理機構および当社が日本郵政公社から承継する業務・機能に必要な範
囲内において承継させていただいています。
　当社が承継により取得したお客さまの個人情報（入院履歴などの保健医療に関する情報を含みます。）に関しまし
ては、従来と同様に生命保険の業務の適切な運営を確保するため、以下の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ
利用させていただきます。
（注）�保健医療に関する情報は、保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払いおよび医事研究・統計などの目的に限定して利用させていただきます。

1. 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
　【例】各種保険契約のお引き受け、維持管理、保険金等の支払いのための調査 

2. かんぽ生命からの関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
　【例】商品・サービスのご案内のための訪問、ダイレクトメールの発送 

3. かんぽ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
　【例】ディスクロージャー冊子の送付、商品・サービス等の開発 

4. お客さまとのお取引の適切かつ円滑な履行
　【例】お取引に関するお問い合わせ、ご相談への対応

日本郵政公社から承継した個人情報の利用目的
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　「内部統制システムの構築に係る基本方針」におい
て、平素から警察などの外部専門機関と連携をとり
ながら不当要求などには毅然と対応するなど、社会
の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会
的勢力との関係を遮断し排除することを定めていま
す。これに基づき、反社会的勢力との関係を遮断する

ための態勢および組織としての対応に関する基本的
事項を定めた「反社会的勢力対応規程」ならびに具
体的な業務遂行などのための「反社会的勢力対応細
則」、「反社会的勢力対応手続」および「反社会的勢力
対応マニュアル」を制定し、全社員に徹底させていま
す。

　反社会的勢力への対応態勢として、代表執行役社
長を最高責任者、総務部担当執行役を反社会的勢力
対応統括責任者、本社総務部長、エリア本部長、支店
長などを反社会的勢力対応責任者とし、反社会的勢
力との関係遮断を目的とした、適切な対応態勢を整
備しています。また、「コンプライアンス委員会」および
「反社会的勢力対応協議会」において全社的な協議
を行っています。

　さらに、反社会的勢力との関係を遮断するための
具体的な対応策として、2012年4月に保険約款に暴
力団排除条項を導入したほか、保有する全保険契約
に対する反社チェック、各種契約書への暴力団排除
条項導入、不当要求防止責任者講習の受講促進、警
察・弁護士等外部機関との連携強化、会議・研修・情
報誌を通じた指導などを実施しています。

　当社は、反社会的勢力との関係遮断の徹底を、お客さまの信頼を維持し健全な経営を実現するための重要事項
であり、企業としての社会的責任であると認識しています。
　また、反社会的勢力との関係を遮断し排除するため、取締役会が定める「内部統制システムの構築に係る基本方
針」に基づき、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定め、反社会的勢力に対応しています。

反社会的勢力への対応に関する基本方針
　1　組織としての対応

当社は、その社会的責任を強く認識するとともに、コンプライアンス経営を徹底するため、組織全体として反社会的勢力との関係を
遮断するための体制を整備します。

　2　取引を含めた一切の関係遮断
当社は、反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。

　3　有事における民事と刑事の法的対応、裏取引の禁止
当社は、不当要求を断固として拒絶し、民事、刑事の両面から法的対応を行います。不当要求が当社の不祥事を理由とする場合で

あっても、裏取引を行いません。

　4　外部専門機関との連携
当社は、不当要求に備えて、平素から外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、不当要求に対応する社員の安全を確保します。

　5　資金提供の禁止
当社は、反社会的勢力への資金提供を行いません。

反社会的勢力への対応

反社会的勢力への対応に関する規程等

反社会的勢力への対応態勢

84 かんぽ生命の現状 2016

013_0138485682807.indd   84 2016/06/27   18:59:56



　経済情勢、人口構成など、生命保険事業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。そのようななか、お客さ
まの大切な資金をお預かりし、万一の時の生活保障手段を提供するためには、当社として将来にわたり健全な事
業経営を維持することが必要であり、適切なリスク管理を行うことがますます重要になってきています。
　こうした状況を踏まえ、当社では、生命保険事業に係るさまざまなリスク特性に応じた、実効性のあるリスク管理
を行うことを経営上の重要課題として認識し、リスク管理についての基本原則、管理態勢、管理方法などの基本的
事項を「リスク管理基本方針」に定め、これに基づきリスク管理を実施しています。当社のリスク管理は、不測の損
失を回避するとともに、経営戦略、事業計画および資本の状況を考慮しながらリスクと収益の均衡および資本の
有効な活用を図る観点から行うことを基本原則とし、統合的リスク管理およびリスク区分別の管理を行う態勢とし
ています。

　当社では、取締役会が定める「内部統制システム
の構築に係る基本方針」に基づき、リスク管理基本方
針を定めるとともに、リスク管理統括部担当執行役
を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定期的
に開催しています。
　リスク管理委員会では、リスク管理に関する方針、
リスク管理体制の整備および運営に関する事項なら
びにリスク管理の実施に関する事項の協議を行うと
ともに、各種リスクの状況などについて把握および
分析することにより適切なリスク管理を行い、リスク
管理統括部担当執行役は、重要な事項を経営会議に
付議または報告しています。
　さらに、リスク管理統括部担当執行役は、当社のリ
スク管理を統括し、経営を取り巻く環境、リスク管理
の状況の変化に応じ、リスク管理態勢の構築、検証お
よび整備をしています。リスク管理統括部は、リスク
管理総括担当として、リスク管理統括部担当執行役
の指示のもと、リスク管理態勢の構築、検証および整
備に係る業務を遂行するとともに、リスク区分ごとの
リスク管理を行う部署（以下「リスク管理担当」といい
ます。）における管理状況を把握し、分析・管理を行う

ことにより、定期的にリスク管理の状況を検証してい
ます。
　また、各リスク管理担当の担当執行役は、リスクの
所在、種類および特性ならびにリスク管理基本方針に
定めるリスク管理の方法および態勢を把握したうえ
で、それぞれの担当するリスクの管理体制を整備・運
営しており、各リスク管理担当は、業務執行担当であ
る業務を執行する本社各部、支店などとの相互牽制
のもと、リスク管理基準に従い、適切にモニタリング
機能を発揮し、担当するリスクを管理することとして
います。なお、資産運用リスクとオペレーショナルリス
クのリスク区分については、細目を構成するリスク区
分が複数にわたるため、細目のリスク区分のリスク管
理担当と併せて、リスク管理統括部が総合的な管理
を行っています。
　リスク管理体制については、内部監査部が内部監
査を実施し、その適切性・有効性をチェックすること
により、リスク管理体制の強化を図っています。
　なお、当社がリスク管理を行うにあたっては、日本
郵政株式会社のリスク管理部門と連携して取り組ん
でいます。

リスク管理体制

リスク管理体制の概要
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　当社では、リスクテイクの戦略に基づき、直面す
るリスクに関して、潜在的に重要なリスクを含めて
総体的に捉え、会社全体の自己資本などと比較・対
照し事業全体としてリスクを管理しています。
　この管理は、生命保険会社の企業価値の評価手
法が多数存在する現状を踏まえ、次の2つの方法で
実施することとしています。

・�経済価値に基づく評価
・現行の会計基準に基づく評価

　また、ERM態勢の高度化を進めており、これによ
り、財務の健全性の維持と資本効率（収益性）の向上
を図りつつ、安定的な利益の確保、持続的な企業価
値の向上を目指します。

　当社では、低頻度ではあるものの、一定の発生の
蓋然性があり、発生すると当社に甚大な影響を及ぼ
す事象の影響を把握するため、定期的にストレステス
トを実施しています。
　ストレスシナリオの設定にあたっては、
・�当社のリスクプロファイルの状況を踏まえ、当社に
重大な影響を及ぼしうるリスク区分を網羅すること
・�過去に発生したヒストリカルシナリオのみならず、
今後発生する可能性のあるフォワードルッキング
な仮想シナリオを想定すること

・�複合的（包括的）なストレスシナリオ下における当
社への影響を把握すること

を考慮し、具体的には、4つのメインシナリオ（金利上
昇、金利低下、巨大地震発生、新型インフルエンザの
大流行）にサブシナリオ（金融市場の混乱など）を複
合させています。
　ストレステストの結果については、定期的にリスク
管理委員会および経営会議に報告し、経営判断に活
用しています。

リスク管理体制図
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ストレステストの実施
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　当社では、管理するリスクを次のとおり分類・定義し、リスク特性に応じた管理態勢や規程などを整備し、適切に
リスク管理を実施しています。

リスク区分 定　　　義
保険引受リスク 経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を被るリスク

資産運用リスク 保有する資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク

市場リスク 金利、為替、株式などのさまざまな市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産および負債（オフ・バランスを含む。）の価値が
変動し損失を被るリスクならびに資産および負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク

信用リスク 信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産（オフ・バランス資産を含む。）の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク

不動産投資リスク 賃貸料などの変動などを要因として不動産に係る収益が減少する、または市況の変化などを要因として不動産価格自体が減少し、損
失を被るリスク

資金繰りリスク 財務内容の悪化などによる新契約の減少に伴う保険料収入の減少、大量ないし大口解約に伴う解約返戻金支出の増加、巨大災害での
資金流出により資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク

市場流動性リスク 市場の混乱などにより市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を
被るリスク

オペレーショナルリスク 業務の過程、役員および社員などの活動もしくはシステムが不適切であることまたは外生的な事象により損失を被るリスク

事務リスク 役員または社員などが正確な事務を怠ること、あるいは事故・不正などを起こすことにより損失を被るリスク

システムリスク
1） コンピュータシステムのダウンまたは誤作動など、システムの不備などに伴い損失を被るリスク
2） コンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスク
3） コンピュータシステム開発の遅延などにより損失を被るリスク

法務リスク 事業活動に関連して、法的紛争が発生すること、または法令などの新設・変更に適切に対応しないことにより、損失を被るリスク

人的リスク 人事運営上の不公平・不公正、差別的行為などから損失を被るリスク

風評リスク 会社などに関する噂や憶測、評判などのあいまいな情報や、事故および不祥事などの発生に伴う誤解、誤認、誇大解釈などが、保険契
約者、マスコミなどに広がることにより、損失を被るリスク

有形資産リスク 有形資産が災害その他の事象から毀損を受けることにより損失を被るリスク

外部委託リスク 外部へ委託する業務において、委託先（再委託先を含む。）による委託契約の不履行、不法行為などにより損失を被るリスク

リスク区分別の管理
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　生命保険契約に基づき、お客さまからお預かりし
た資金は、将来の保険金等のお支払いに備え、大切
に運用する必要があります。
　このような観点から、当社では、健全な経営を維持
し、お客さまに安心して当社をご利用いただけるよう、
長期・固定金利という負債特性に応じ、国債を中心と
した円金利資産への投資により、安定的な運用を行う
ことを基本とし、資産運用リスクの許容可能な範囲で
運用資産の多様化を進めることにより、収益性の向

上を目指しています。
　資産運用リスク管理担当であるリスク管理統括
部、運用審査部および総務部においては、業務を執
行する本社各部との相互牽制のもと、資産運用リス
クをモニタリングし、適切な管理を行っています。加
えて、リスク管理統括部が、資産運用リスクの総合的
な管理を実施し、運用審査部および総務部と連携を
図りつつ、適切に資産運用リスクを管理しています。

　生命保険事業を運営するためには、保険金等のお
支払いをはじめ、資金の運用を行うなど、お客さまや
取引先との資金の受け払いが必要となりますが、受
け払いの際、資金決済に支障が生じれば、関係者の
方々にご迷惑をおかけするばかりでなく、会社運営
そのものが行えなくなる事態につながることとなり
ます。
　このような観点から、当社では、資金繰りに支障を

きたすことがないよう、日々の保険料・保険金等の入
出金情報を把握し、確実に資金管理を行っています。
　資金繰りリスク管理担当である資金会計部におい
ては、資金繰り状況の逼迫度に応じた区分を定義し、
それぞれの区分ごとにリスク管理基準を設け、管理・
検証することにより適切に資金繰りリスクを管理して
います。

　生命保険契約は、お客さまが抱える死亡、病気、ケ
ガなどのリスクを長期間にわたり保障する契約です。
このため、保険引受時に今後、どのようなリスクの発
生が予想されるのか、的確に把握・分析し、適切に保
険料に反映させる必要があります。
　このような観点から、当社では、保険料率の設定の
検証および保険事故発生状況の把握・分析などを
行っています。
　保険引受リスク管理担当である主計部において
は、保険引受リスク量の計測、販売商品の商品別収

益性評価および医学上の引受基準の適正性の検証
などを行うことにより、適切に保険引受リスクを管理
しています。
　また、当社では、保険引受リスクの管理上必要な場
合に、再保険会社の財務内容などについて十分な検
討を行ったうえで出再を行っています。一方、再保険
を引き受ける際には、必要な情報を入手し、収益性や
リスクの特性などを踏まえ、保険引受リスクが経営に
支障ない範囲内であるかを検証したうえで、引き受
けを行っています。

　当社では、リスク区分ごとにリスク管理担当を定め、リスク管理を行っています。リスク管理統括部はこれを総括
し、リスク管理担当からの報告を踏まえ、そのリスク管理状況などを把握し、分析・管理を行い、定期的にリスク管理
委員会に報告を行っています。
　リスク区分別の管理の内容は、次のとおりです。

保険引受リスク

資産運用リスク

資金繰りリスク
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　お客さまからお預かりした資金によって投資を行っ
た資産を売却する場合がありますが、この際に市場
の混乱などにより市場において取引ができなかった
り、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なく
されることにより損失を被る可能性があります。
　このような観点から、当社では、流動性の高い資産

を中心とした運用を行っています。
　市場流動性リスク管理担当であるリスク管理統括
部においては、流動性の低い有価証券などの保有を
制限する管理基準を設けるなど、管理・検証すること
により、適切に市場流動性リスクを管理しています。

　事務の取扱上の事故などが発生するとお客さまに
多大なご迷惑をおかけするとともに、当社への信用
を失うことにもなります。このため、当社では、本社、
支店などの各組織において、過去に起きた事務事故
および今後起こり得る可能性のある事務事故などを
自律的に把握・管理し、迅速かつ正確に事務処理でき

るよう規程・基準などを策定・整備するとともに、社員
に対する指導・教育を行っています。
　事務リスク管理担当である事務企画部において
は、各組織によるリスク管理が適切に実施されてい
るかを評価・検証し、事務リスクの抑制・極小化に取り
組んでいます。

　事務の取り扱いの広範な部分を情報システムに依
存している現状においては、システムダウンなどの大
きな障害が発生した場合やシステム開発が遅延した
場合などには、お客さまに多大なご迷惑をおかけす
るとともに、当社への信用を失うことにもなります。
このため、システムリスク管理担当であるシステム管
理部においては、情報システムを所管する部署によ
るリスク管理が適切に実施されているかを検証、統
制することにより、システムリスクの軽減を図ってい
ます。

　なお、重大な障害が発生した場合の対応としては、
マニュアルの策定などにより、迅速な対応を行うこと
ができる態勢を整備するとともに、当社のメインシス
テムであるかんぽ総合情報システムについて、メイ
ンコンピュータセンターを東西2カ所に設置し、相互
バックアップ体制を構築することにより、システムダ
ウンなどによるリスクに対応しています。また、万一、
システム障害などが発生した場合には、お客さまへ
の影響を調査し、原因分析などを行い、適切な対応
策を実施することにより、再発防止に努めています。

　その他オペレーショナルリスクの細目のリスク区
分として、法務リスク、人的リスク、風評リスク、有形
資産リスク、外部委託リスクを設け、各リスク区分の

リスク管理担当を定めて、リスク管理に係る諸活動
や態勢の充実に向けた取り組みを行っています。

1） 事務リスク

2） システムリスク

3) その他オペレーショナルリスク

　当社では、オペレーショナルリスクの細目のリスク
区分ごとに、リスク管理担当を定めて、リスクをモニ
タリングし、適切な管理を行っています。また、リスク

管理統括部では、各リスク管理担当と連携を図りつ
つ、オペレーショナルリスクの総合的な管理を行って
います。

市場流動性リスク

オペレーショナルリスク
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　当社では、保険金のお支払いなどに関する苦情に
ついて、お客さま相談室などにおいて、その解決に向
けて対応させていただいています。お客さま相談室
などの説明ではどうしてもご納得いただけず、第三
者的な立場での審査をご希望されるなど、お客さま
相談対応のなかでその解決を図ることが困難となっ
た場合（紛争が生じた場合）は、ご契約者さまなどか
らの審査の請求に基づき、社外の弁護士などにより
構成される「査定審査会」において、中立かつ公平な

審査を行うことにより、ご契約者さまなどの正当な利
益の保護に資するとともに、会社の査定等業務の適
正な執行の維持を図ることとしています。
　また、2010年10月1日から、利用者保護の充実を
図るため、生命保険業界などの金融分野において、
裁判外での紛争解決手続（金融ADR制度）が実施さ
れており、当社においても、利用者保護のより一層の
充実を図る観点から、従来の「査定審査会」の機能強
化を図っています。

査定審査会の概要

 ●  審査の対象
　保険金のお支払いなど、生命保険に関する事項に係る紛争について審査を行います。

 ●  審査手続の流れ
　ご契約者さまなどから提出していただいた審査請求書と、当社で取りまとめた答弁資料（当該紛争についての当
社の対応方針および関係資料を整理したもの）に基づき審査を行い（書面審査）、審査結果を決定した場合は、審査
結果決定書を送付します。
　審査結果決定書には、ご契約者さまなどの請求を認めることができない場合はその旨およびその理由が、審査会
が必要と認めた場合は和解案を提示してその受諾を勧告する旨およびその理由が、それぞれ記載されます。
　当社は、審査結果を尊重する（和解案の受諾を含む。）ものとしています。

 ●  委員の構成
　社外の弁護士4名、医師1名および消費者問題に見識のある者1名の計6名で構成されています（2016年4月1日現在）。

保険契約者等の保護の取り組み

当社における取り組み
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一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」について

　一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」では、来所・電話・文書（電子メール・FAXは不可）により、生命保険
に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています（全国各地に「連絡所」も設置されています。）。

　　　 【生命保険相談所】　〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル3階（生命保険協会内）

　なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1
カ月を経過しても、ご契約者さまなどと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関
として、生命保険相談所内に「裁定審査会」を設け、ご契約者さまなどの正当な利益の保護を図っています。
（注）2007年9月30日以前にご契約いただいた簡易生命保険契約については、「生命保険相談所（裁定審査会）」でお取り扱いできるものとできないものがあります。
 例）	お取り扱いできるもの	 2007年10月1日以降の当社の対応について損害賠償を求める場合
	 お取り扱いできないもの	 保険金のお支払い、契約の取消しなどの契約措置を求める場合

　前記のとおり、2010年10月1日から、利用者保護
の充実を図るため、生命保険業界などの金融分野に
おいて、裁判外での紛争解決手続（金融ADR制度）
が実施されたことを受け、生命保険業界では、一般社
団法人生命保険協会が、生命保険の裁判外紛争解

決手続を行う指定紛争解決機関として金融庁から指
定され、当社においても、一般社団法人生命保険協
会との間で紛争解決等業務に関する「手続実施基本
契約」を締結しました。

生命保険業界における取り組み
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　生命保険契約者保護機構（以下「保護機構」といい
ます）は、保険業法に基づき設立された法人であり、保
護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場
合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助
制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移
転などにおける資金援助、承継保険会社の経営管理、
保険契約のお引き受け、補償対象保険金のお支払い
に係る資金援助および保険金請求権などの買取りを
行うなどにより、保険契約者等の保護を図り、もって生
命保険業に対する信頼性を維持することを目的とし
ています。
　保険契約上、年齢や健康状態によっては契約して
いた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入するこ
とが困難になることもあるため、保険会社が破綻し
た場合には、保護機構が保険契約の移転などに際し
て資金援助などの支援を行い、加入している保険契
約の継続を図ることにしています。
　保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運
用実績連動型保険契約の特定特別勘定（※1）に係る
部分を除いた国内における元受保険契約で、その補
償限度は、高予定利率契約（※2）を除き、責任準備金

等（※3）の90%とすることが、保険業法などで定めら
れています（保険金・年金等の90％が補償されるも
のではありません。（※4））。
　なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金
等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に
維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率
（予定利率、予定死亡率、予定事業費率など）の変更
が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年
金額等が減少することがあります。あわせて、早期解
約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続を
図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特
別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあ
ります。

　民営化後の当社の生命保険契約は、民営化前の簡易生命保険契約とは異なり、保険金等のお支払いについて
の政府保証はありません。他の生命保険会社と同様、保険契約者保護制度が適用されます。

（注１）�基準利率は、生保各社の過去５年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率は、
当社または保護機構のWebサイトで確認いただけます。

（注２）�ひとつの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予
定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予
定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすること
になります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約
に該当するか否かを判断することになります。 

【高予定利率契約の補償率】＝９０％ − ｛（過去５年間における各年の予定利率 − 基準利率）の総和 ÷ ２｝

生命保険契約者保護機構　TEL 03-3286-2820
Web サイトアドレス　http://www.seihohogo.jp/

※1 ‌�特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険
金保証、最低年金原資保証など）のない保険契約に係る特別勘定を指します。
更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画
を作成することが可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続のな
かで確定することとなります。）。 

※2 ‌�破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超えていた契約を指
します（注2）。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおり
となります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下
限となります。

※3 ‌�責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用
収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。

※4 ‌�個人変額年金保険に付されている年金原資保証額などについても、その90％
が補償されるものではありません。

生命保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構とは
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　民営化前にご加入いただいた簡易生命保険契約は、管理業務が管理機構に引き継がれ、その簡易生命保険契約
が消滅するまで管理されます。保険金等のお支払いについての政府保証も、その契約が消滅するまで継続します。
　当社の生命保険契約は、簡易生命保険契約とは異なり、保険金等のお支払いについての政府保証はございませ
ん。他の生命保険会社と同様、保険契約者保護制度が適用されます。

救済保険会社が現れた場合

救済保険会社が現れない場合

【参考】 簡易生命保険契約の政府保証について

保護機構

救済保険会社保険契約者等

破綻保険会社

国

民間金融機関等

会員保険会社
補償対象保険金支払
に係る資金援助

保険契約の全部･一部の移転
合併、株式取得

補償対象
保険金の
支払（注2）

資金援助

保険金請求権などの買取り（注2）

保険金等の支払

負担金の拠出

資金貸出
財政措置
（注1）

保護機構

保険契約者等 国

民間金融機関など

会員保険会社

補償対象保険金支払
に係る資金援助

保険契約の引受

保険契約の承継補償対象
保険金の
支払（注2）

保険金請求権などの買取り（注2）

保険金等の支払

負担金の拠出

資金貸出
財政措置
（注1）

承継保険会社

破綻保険会社

（注１）�上記の「財政措置」は、2017年３月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場合
に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

（注２）�破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権などを買い取ることを指します。この場合における支払率
および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります（高予定利率契約については、（※２）に記載の率となります。）。

※�補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度などを含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

仕組みの概略図
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　決算資料などの財務データや各種商品・サービス
のご紹介をはじめとした、当社の幅広い情報をご案
内しています。
　PCサイトと併せて、モバイルサイト、スマートフォン
サイトも公開しており、各デバイスから当社の情報を
ご覧いただけます。
　また、本誌も当社Webサイトに掲載しています。

●ご契約のしおり・約款

◀ディスクロージャー誌
   「かんぽ生命の現状2016」

▲かんぽ生命Webサイト
http://www.jp-life.japanpost.jp/

◀かんぽ生命Webサイト財務情報
http://www.jp-life.japanpost.
jp/aboutus/financial/abt_fnc_
index.html

●財務情報などの公表

　当社では、お客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまに当社の経営内容についてご理解を一層深めて
いただくため、ディスクロージャーの充実は非常に重要と認識しており、本誌「かんぽ生命の現状2016」をはじめ、
当社Webサイトなどを通じて積極的なディスクロージャーに努めています。

　多くのお客さまに当社の現状についての理解を深
めていただくため、全国の支店、代理店である全国の
郵便局などに本誌を備え置き、どなたでもご覧いた
だけるようにしています。

◀かんぽ生命Webサイト
「ご契約のしおり・約款」一覧
http://www.jp-life.japanpost.
jp/products/yakkan/prd_ykn_
ssn.html

◀スマートフォンサイトトップページ

　当社は、保険商品に係る「ご契約のしおり・約款」を
Webサイトに掲載しています。

　当社は、Webサイトにおいて財務情報などを公表
しています。

ディスクロージャーの充実

ディスクロージャー資料の発行

Webサイトでの各種情報提供
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